
ＪＲ東海労ニュース

１月27日、沼津運輸区分会は、職場講習室の一時的利

用の許可を受け、職場内で職場集会を開催しました。

この間、私たちは各分会において、職場内での極当た

り前の組合活動の一環として、職場集会を開催すべく会

社施設の利用許可申請を行ってきましたが、残念ながら

多くの場合「他の用事で使用中なので許可出来ない」な

ど様々ら理由をつけ会社施設の利用が認められませんで

した。しかし、沼津運輸区では、今回ようやく実現する

ことが出来ました。

このことは、労働組合活動に対する不当な介入や弱体

化を狙った攻撃と闘い、労働委員会への申立を行うなど、

広く社会に訴える闘いを展開してきた大きな成果である

と言えます。職場集会には、沼津運輸区分会組合員のほ

か、本部から書記長、静岡地本から山本委員長も参加し、

春闘勝利に向けた意思

統一を行いました。

“春の闘い”の只中、

当たり前の労働組合活

動を目指して、全分会

で職場内の集会実現を

目指そうではありませ

んか！

職場講習室で職集開催！
－沼津運輸区分会－
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本部・地本が参加し

当面する闘いの意思統一！


